
非常勤職員の募集について 

 

 国立療養所多磨全生園では非常勤職員の募集を行います。 

 

１．採用予定職種 

事務助手（共済組合非常勤職員） 

※非正規雇用 

 

２．業務内容 

○医療保険事務に関すること（国家公務員共済組合） 

  ○Excel、Wordを使用した書類作成 

○電話及び窓口対応など事務業務 

  ○その他、庶務課業務に関すること 

 

３．募集人員 

１名 

 

４．雇用期間 

（１）雇用期間 

令和８年４月 1日～令和９年３月３１日まで 

勤務成績等により再採用されることもあります。 

 

５．給与 

（１）時給 １，３０６円（地域手当含む） 

※但し、上記の金額は、法律等の施行及び改正に伴って変更する場合があ

ります。 

（２）支給日 

   原則毎月１６日 

（給与期間（月の初日から末日まで）の勤務実績に基づき、翌月の１６日

に支給） 

（３）諸手当 

通勤手当（実費、定期券にあっては原則として６か月定期券分を支給、マ

イカー通勤可）等 

（４）超過勤務手当 

   実績に応じて超過勤務手当が支給されます。 

（５）賞与 



   一定の条件を満たした場合、賞与が支給されます。 

   （年２回（６月及び１２月）） 

 

６．社会保険等 

健康保険、厚生年金、雇用保険に加入 

※健康保険は国家公務員共済組合に加入、年金は厚生年金に加入 

 

７．身分・服務 

  国立療養所多磨全生園 厚生労働省第二共済組合非常勤職員 

 

８．勤務条件 

（１）勤務時間 

   週３０時間 原則として午前８時３０分～午後３時３０分 

（正午から午後１時までの６０分間は休憩時間）（土、日、祝日を除く。） 

（２）休暇 

年次有給休暇１０日（半年経過後に付与。再採用時に繰り越し可） 

 

９．雇用の解除等 

  以下のいずれかに該当する場合は、任期の途中であっても雇用を解除する

ことがあります。 

① 国家公務員共済組合法等関係法令等又は同法令等に基づく命令に違反 

した場合。 

② 業務上の義務に違反し、また職務を怠った場合。 

③ 職員としてふさわしくない非行があった場合。 

 

１０．勤務地 

  国立療養所多磨全生園 総務部庶務課 

  東京都東村山市青葉町４－１－１ 

 

１１．応募方法 

（１）提出書類 

   ①履歴書（写真貼付、連絡の取れる電話番号、メールアドレスの記載必須） 

   ②職務経歴書 

（２）提出方法 

郵送（封筒の表面に朱書きで「事務助手（共済非常勤）応募書類 

在中」と記載のこと） 



（３）提出先 

〒189-8550 東京都東村山市青葉町４－１－１ 

国立療養所多磨全生園 人事課人事係 

応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。（責任廃棄） 

 

１２．選考方法 

  １次選考【書類審査】 

  ２次選考【面接】 

   書類審査（１次選考）の後、面接（２次選考）を行うこととなった方のみ

２次選考の日時・場所等を原則メールにてご連絡させていただきます。 

 

１３．問い合わせ先 

  担当：国立療養所多磨全生園 人事課人事係 

  電話：０４２－３９５－１１０１（代表）内線２２６４ 


